
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
三
十
一
号 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
並
び
に
法
人
税
法

施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
五
条
第
六
号
及
び
第
六
条
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
租
税
特
別
措
置
法

施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
等
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

厚
生
労
働
大
臣 

福
岡 

資
麿 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し

て
定
め
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て

定
め
る
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議

し
て
定
め
る
基
準
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

第
一
条 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

そ
の
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と 

 

。 イ 

次
に
掲
げ
る
収
入
金
額
の
合
計
額
が
、
医
療
保
健
業
務
に
係
る
収
入

金
額
（
⑺
に
掲
げ
る
収
入
金
額
を
含
む
も
の
と
し
、
経
常
的
な
も
の
に

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。 

                    

一 

そ
の
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

 

イ 

社
会
保
険
診
療
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
診
療
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
五
十
号
）
に
係
る
患
者
の
診
療
報
酬
（
当
該
診
療
報
酬
が
社
会
保

険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
っ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
診
療
報
酬
が

少
額
（
全
収
入
金
額
の
お
お
む
ね
百
分
の
十
以
下
の
場
合
を
い
う
。
）
の

場
合
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

三
号
）
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
健
康
増
進
事
業
実
施
者
が
行
う
同
法
第
四

条
に
規
定
す
る
健
康
増
進
事
業
（
健
康
診
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下

同
じ
。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
当
該
収
入
金
額
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と

同
一
の
基
準
に
よ
っ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
定
期
の
予
防
接

種
等
及
び
医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
予
防
接
種
（
平
成
二
十
九
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
十
四
号
）
に
定
め
る
予
防
接
種
に
係
る
収
入
金

額
、
助
産
（
社
会
保
険
診
療
及
び
健
康
増
進
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
に
係
る
収
入
金
額
（
一
の
分
娩べ

ん

に
係
る
助
産
に
係
る
収
入
金
額
が
五
十

万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
十
万
円
を
限
度
と
す
る
。
）
、
介
護
保
険
法

（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
係
る
収

入
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
収
入
金
額
を
除
く
。
）
並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
介
護
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練



           

⑴ 

社
会
保
険
診
療
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
診
療
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
係
る
患
者
の
診
療
報
酬
（
当
該

診
療
報
酬
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
っ
て
い
る
場

合
又
は
当
該
診
療
報
酬
が
医
療
保
健
業
務
に
係
る
収
入
金
額
の
お
お

む
ね
百
分
の
十
以
下
の
場
合
に
限
る
。
）
を
含
む
。
） 

⑵ 

健
康
増
進
事
業
（
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）

第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
健
康
増
進
事
業
実
施
者
が
行
う
同
法
第
四
条

に
規
定
す
る
健
康
増
進
事
業
で
あ
っ
て
、
健
康
診
査
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
当
該
収
入
金
額
が
社
会

保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限

る
。
） 

⑶ 

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
条
第
六

項
に
規
定
す
る
定
期
の
予
防
接
種
等
及
び
医
療
法
施
行
規
則
第
三
十

条
の
三
十
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ
⑶
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
予
防
接
種
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三

百
十
四
号
）
に
定
め
る
予
防
接
種
に
係
る
収
入
金
額 

⑷ 

助
産
（
社
会
保
険
診
療
及
び
健
康
増
進
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く

。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
一
の
分
娩べ

ん

に
係
る
助
産
に
係
る
収
入
金
額

等
給
付
費
、
特
例
訓
練
等
給
付
費
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
特
例
特

定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
地
域
相
談
支
援
給
付
費
、
特
例
地
域
相
談
支
援

給
付
費
、
計
画
相
談
支
援
給
付
費
、
特
例
計
画
相
談
支
援
給
付
費
及
び
基

準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
、
同
法
第
七
十
七
条
及
び
第
七
十
八
条
に
規
定

す
る
地
域
生
活
支
援
事
業
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六

十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
給
付
費
及
び

特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
障
害
児

入
所
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
条
の
七
に
規
定
す
る
特
定
入
所
障
害
児
食

費
等
給
付
費
並
び
に
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
障
害
児
相

談
支
援
給
付
費
及
び
特
例
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
に
係
る
収
入
金
額
の

合
計
額
が
、
全
収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。 

（
新
設
） 

      

（
新
設
） 

     

（
新
設
） 

    

（
新
設
） 

 



が
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
十
万
円
を
限
度
と
す
る
。
） 

⑸ 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る

保
険
給
付
（
次
条
に
お
い
て
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
に
係

る
収
入
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲

げ
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
収
入
金
額
を
除
く
。
） 

⑹ 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る

介
護
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
、
特
例
訓
練
等

給
付
費
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付

費
、
地
域
相
談
支
援
給
付
費
、
特
例
地
域
相
談
支
援
給
付
費
、
計
画

相
談
支
援
給
付
費
、
特
例
計
画
相
談
支
援
給
付
費
及
び
基
準
該
当
療

養
介
護
医
療
費
の
支
給
、
同
法
第
七
十
七
条
及
び
第
七
十
八
条
に
規

定
す
る
地
域
生
活
支
援
事
業
並
び
に
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
に
規
定
す
る
障
害
児

通
所
給
付
費
及
び
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
条
の

二
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
条
の
七
に
規

定
す
る
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
並
び
に
同
法
第
二
十
四
条

の
二
十
五
に
規
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
及
び
特
例
障
害
児

相
談
支
援
給
付
費
の
支
給
（
次
条
に
お
い
て
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
収
入
金
額 

⑺ 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
直
接
又
は
間
接
に
交
付
す
る
補
助
金
そ

の
他
相
当
の
反
対
給
付
を
伴
わ
な
い
給
付
金
（
固
定
資
産
の
取
得
に

充
て
る
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
収
入
金
額
及
び
国
又
は
地

方
公
共
団
体
の
委
託
又
は
再
委
託
を
受
け
て
行
う
事
業
に
係
る
収
入

金
額
（
ハ
に
お
い
て
「
補
助
金
等
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
、
医
療
保
健
業
務
に
係
る
も
の 

ロ 

（
略
） 

ハ 

病
院
、
診
療
所
、
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介

護
老
人
保
健
施
設
及
び
同
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
の

業
務
に
係
る
収
入
金
額
（
補
助
金
等
に
係
る
収
入
金
額
の
う
ち
当
該
業

務
に
係
る
も
の
を
含
む
も
の
と
し
、
経
常
的
な
も
の
に
限
る
。
）
が
、

 

（
新
設
） 

   

（
新
設
） 

              

（
新
設
） 

     
ロ 
（
略
） 

ハ 

医
療
診
療
（
社
会
保
険
診
療
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
係
る
診
療

及
び
自
費
患
者
に
係
る
診
療
を
い
う
。
）
に
よ
り
収
入
す
る
金
額
が
、
医

師
、
看
護
師
等
の
給
与
、
医
療
の
提
供
に
要
す
る
費
用
（
投
薬
費
を
含
む

。
）
等
患
者
の
た
め
に
直
接
必
要
な
経
費
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ



当
該
業
務
に
係
る
費
用
の
額
（
経
常
的
な
も
の
に
限
る
。
）
に
百
分
の

百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

（
略
） 

て
得
た
額
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。 

 

ニ 

（
略
） 

二 

（
略
） 

 

二 

（
略
） 

第
二
条 
前
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
医
療
保
健
業
務
は
、
病
院
、
診
療
所
、

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
同

条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
の
業
務
並
び
に
医
療
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
医
業
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
業
務
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
業
務
及
び
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
に
係
る
業
務
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

（
新
設
） 



（
法
人
税
法
施
行
規
則
第
五
条
第
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

法
人
税
法
施
行
規
則
第
五
条
第
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
二
百
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

法
人
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
。
以
下
「
規
則
」

と
い
う
。
）
第
五
条
第
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

法
人
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
。
以
下
「
規
則
」

と
い
う
。
）
第
五
条
第
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

事
業
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
収
入
金
額
の
合
計
額
が
、
医
療
保
健
業

務
（
病
院
、
診
療
所
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
同
条
第
二
十

九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
の
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

（
医
業
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
業
務
、
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三

年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
の
三
十
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ
⑸

に
規
定
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
業
務
及
び
同
号
ロ
⑹
に
規
定
す
る
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
業
務
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
係
る
収
入
金
額
（
ヘ
に
掲
げ
る
収
入
金
額
を
含
む
も
の
と
し
、
経
常
的

な
も
の
に
限
る
。
な
お
、
当
該
法
人
が
開
設
又
は
運
営
を
受
託
す
る
保
健

師
養
成
所
、
助
産
師
養
成
所
、
看
護
師
養
成
所
又
は
准
看
護
師
養
成
所
に

係
る
事
業
及
び
当
該
法
人
の
会
員
の
相
互
扶
助
を
目
的
と
し
て
共
済
を
図

る
事
業
に
係
る
も
の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
百
分

の
六
十
を
超
え
る
こ
と
。 

           

一 

事
業
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
診
療
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二

年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
診
療

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和

三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
及
び
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
に
基
づ
く
給
付
に
係
る
患
者
の

診
療
報
酬
（
当
該
診
療
報
酬
が
少
額
（
全
収
入
金
額
の
お
お
む
ね
百
分
の

十
以
下
の
場
合
を
い
う
。
）
の
場
合
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
健
康
増

進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
健
康
増
進

事
業
実
施
者
が
行
う
同
法
第
四
条
に
規
定
す
る
健
康
増
進
事
業
（
健
康
診

査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
同
法
以
外
の
法
令
に
規
定

す
る
健
康
診
査
に
係
る
収
入
金
額
（
当
該
収
入
金
額
が
社
会
保
険
診
療
報

酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
、
当
該
法

人
が
開
設
し
た
病
院
、
診
療
所
そ
の
他
施
設
又
は
当
該
施
設
に
係
る
設
備

に
つ
い
て
臨
床
検
査
を
行
う
者
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た

収
入
金
額
、
助
産
（
社
会
保
険
診
療
及
び
健
康
増
進
事
業
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
一
の
分
娩
に
係
る
助
産
に
係
る
収
入
金
額

が
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
十
万
円
を
限
度
と
す
る
。
）
並
び
に

次
号
ロ
⑴
及
び
⑷
に
掲
げ
る
基
準
に
関
す
る
事
業
並
び
に
国
又
は
地
方
公

共
団
体
か
ら
委
託
を
受
け
実
施
す
る
医
療
に
関
す
る
事
業
（
当
該
基
準
に

関
す
る
事
業
を
除
く
。
）
に
係
る
収
入
金
額
の
合
計
金
額
が
、
当
該
法
人

の
全
収
入
金
額
（
当
該
法
人
が
開
設
又
は
運
営
を
受
託
す
る
保
健
師
養
成

所
、
助
産
師
養
成
所
、
看
護
師
養
成
所
又
は
准
看
護
師
養
成
所
に
係
る
事

業
及
び
当
該
法
人
の
会
員
の
相
互
扶
助
を
目
的
と
し
て
共
済
を
図
る
事
業

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
百
分
の
六
十
を
超
え
る
こ
と
。 



 

イ 

社
会
保
険
診
療
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
診
療
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年

法
律
第
九
十
七
号
）
及
び
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
に
係
る
患
者
の
診
療
報
酬
（
当
該

診
療
報
酬
が
医
療
保
健
業
務
に
係
る
収
入
金
額
の
お
お
む
ね
百
分
の
十

以
下
の
場
合
に
限
る
。
）
を
含
む
。
） 

ロ 

健
康
増
進
事
業
（
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第

六
条
各
号
に
掲
げ
る
健
康
増
進
事
業
実
施
者
が
行
う
同
法
第
四
条
に
規

定
す
る
健
康
増
進
事
業
で
あ
っ
て
、
健
康
診
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
同
法
以
外
の
法
令
に
規
定
す
る
健
康
診
査
に
係
る

収
入
金
額
（
当
該
収
入
金
額
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に

よ
り
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
） 

ハ 

当
該
法
人
が
開
設
し
た
病
院
、
診
療
所
そ
の
他
施
設
又
は
当
該
施
設

に
係
る
設
備
に
つ
い
て
臨
床
検
査
を
行
う
者
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
に

よ
り
得
ら
れ
た
収
入
金
額 

ニ 

助
産
（
社
会
保
険
診
療
及
び
健
康
増
進
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
に
係
る
収
入
金
額
（
一
の
分
娩べ

ん

に
係
る
助
産
に
係
る
収
入
金
額
が
五

十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
十
万
円
を
限
度
と
す
る
。
） 

ホ 

次
号
ロ
⑴
及
び
⑷
に
掲
げ
る
基
準
に
関
す
る
事
業
に
係
る
収
入
金
額

（
ヘ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

ヘ 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
直
接
又
は
間
接
に
交
付
す
る
補
助
金
そ
の

他
相
当
の
反
対
給
付
を
伴
わ
な
い
給
付
金
（
固
定
資
産
の
取
得
に
充
て

る
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
収
入
金
額
及
び
国
又
は
地
方
公
共

団
体
の
委
託
又
は
再
委
託
を
受
け
て
行
う
事
業
に
係
る
収
入
金
額
の
う

ち
、
医
療
保
健
業
務
に
係
る
も
の 

（
新
設
） 

       

（
新
設
） 

     

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 



（
法
人
税
法
施
行
規
則
第
六
条
第
七
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

法
人
税
法
施
行
規
則
第
六
条
第
七
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
二
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

法
人
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
六
条
第
七
号

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
は
、
事
業
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ

る
収
入
金
額
の
合
計
額
が
、
医
療
保
健
業
務
（
病
院
、
診
療
所
、
介
護
保
険
法

（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老

人
保
健
施
設
及
び
同
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
の
業
務
並
び
に

こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
（
医
業
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
業
務
、
医
療
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
の
三
十
五
の
三
第
一

項
第
二
号
ロ
⑸
に
規
定
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
業
務
及
び
同
号
ロ
⑹
に
規

定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る

収
入
金
額
（
第
三
号
に
掲
げ
る
収
入
金
額
を
含
む
も
の
と
し
、
経
常
的
な
も
の

に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
と
す
る
。 

法
人
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
六
条
第
七
号

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
は
、
事
業
に
つ
い
て
、
社
会
保
険

診
療
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
六
条

第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
診
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
収
入
金

額
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
基
づ
く

給
付
に
係
る
患
者
の
診
療
報
酬
（
当
該
診
療
報
酬
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同

一
の
基
準
に
よ
っ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
診
療
報
酬
が
少
額
（
全
収
入
金
額
の

お
お
む
ね
百
分
の
十
以
下
の
場
合
を
い
う
。
）
の
場
合
に
限
る
。
）
を
含
む
。

）
及
び
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る

健
康
増
進
事
業
実
施
者
が
行
う
同
法
第
四
条
に
規
定
す
る
健
康
増
進
事
業
（
健

康
診
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
当
該
収
入
金
額
が
社
会

保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
の

合
計
額
が
、
全
収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

社
会
保
険
診
療
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
診
療
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
五
十
号
）
に
係
る
患
者
の
診
療
報
酬
（
当
該
診
療
報
酬
が
社
会
保

険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
っ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
診
療
報
酬
が

医
療
保
健
業
務
に
係
る
収
入
金
額
の
お
お
む
ね
百
分
の
十
以
下
の
場
合
に

限
る
。
）
を
含
む
。
） 

（
新
設
） 

二 

健
康
増
進
事
業
（
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
六

条
各
号
に
掲
げ
る
健
康
増
進
事
業
実
施
者
が
行
う
同
法
第
四
条
に
規
定
す

る
健
康
増
進
事
業
で
あ
っ
て
、
健
康
診
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係

る
収
入
金
額
（
当
該
収
入
金
額
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に

よ
り
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
） 

（
新
設
） 

三 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
直
接
又
は
間
接
に
交
付
す
る
補
助
金
そ
の
他

相
当
の
反
対
給
付
を
伴
わ
な
い
給
付
金
（
固
定
資
産
の
取
得
に
充
て
る
た

め
の
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
収
入
金
額
及
び
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の

（
新
設
） 



委
託
又
は
再
委
託
を
受
け
て
行
う
事
業
に
係
る
収
入
金
額
の
う
ち
、
医
療

保
健
業
務
に
係
る
も
の 

 



（
医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
予
防
接
種
の

一
部
改
正
） 

第
四
条 
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
の
三
十
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に

基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
予
防
接
種
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ
⑶
の
規

定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
予
防
接
種 

医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定

に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
予
防
接
種 

 
 

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
の
三

十
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ
⑶
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
予
防
接

種
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
の
三

十
五
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
予
防
接
種

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

 



 

 
 
 

附 

則 

（
適
用
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
十
九
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
の
規
定
は
、
医
療
法
人
の
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度

に
つ
い
て
適
用
し
、
医
療
法
人
の
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
人
税
法
施
行
規
則
第
五
条
第
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
の
規

定
は
、
医
師
会
法
人
等
（
法
人
税
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
医
師
会
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
適
用
し
、
医
師
会
法
人
等
の
同
日
前
に
開
始
し

た
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４ 

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
人
税
法
施
行
規
則
第
六
条
第
七
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
の
規

定
は
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
別
表
第
二
に
掲
げ
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
（
以
下
こ



 

の
項
に
お
い
て
「
一
般
社
団
法
人
等
」
と
い
う
。
）
の
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
適
用
し
、

一
般
社
団
法
人
等
の
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


